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多気町の概要

三重県多気町は、三重県のほぼ中央に位置す

る人口約 14,000 人の町である。東西 16km、南

北 7km と東西に長く、総面積は 103.06km2 で、

そのうち山林・原野が 42.95km2(41.7%)となっ

ている。森林面積のうち約 40 ％が人工林で、

地域住民の生活に密着した里山から人工林帯等、

バラエティーに富んだ＊林分構成になっている。

気象状況は、平均気温が 14.9 度と温暖で穏

やかな気候であるが、冬季には最低気温が氷点

下になる日もみられる。また、年間で平均 2,0

00mm 前後の降雨量がある。

産業については、伊勢自動車道に近い立地条

件を活かし、商業ゾーン、工業ゾーン、環境活

用ゾーンからなるクリスタルタウンを整備する

など、職住近隣型のまちづくりを展開している。

＊林分構成：林分の林冠層の違いで、高木や低

木等林分構成状態を空間分布として表したもの。

多気町バイオマス産業都市構想

多気町は 2020 年 9 月に、原料の調達から加

工、燃焼・電気への変換、発電により生成され

る熱・CO ₂の活用等、木質バイオマス発電を取

り巻く産業を連関させて規模を拡大することで、

バイオマス関連産業・企業誘致を促進する好循

環を創出するとともに、食品残渣を有効活用し

た循環型バイオガス化事業の推進を目的とした

「多気町バイオマス産業都市構想」を策定した。

さらに、2020 年 12 月には、関係 7 府省（内

閣府、総務省、文部科学省、農林水産省、経済

産業省、国土交通省、環境省）が共同で選定す

る「バイオマス産業都市」に認定されている。

バイオマス産業都市とは、地域に存在するバ

イオマスを原料に、収集・運搬、製造、利用ま

での経済性が確保された一貫システムを構築し、

地域のバイオマスを活用した産業創出と地域循

環型のエネルギーの強化により、地域の特色を

活かしたバイオマス産業を軸とした、環境にや

さしく災害に強いまち、むらづくりを目指す地

域のことで、2023 年 5 月現在で 101 の市町村

が選定されている。

ちなみに、2017 年には京都市も、食品廃棄

物や下水汚泥を活用したバイオガス発電、廃食

用油を活用したバイオディーゼル燃料の製造、

セルロースナノファイバーを含む先端技術の将

来的な利用等、多様な取組を実施する構想が認

められ、バイオマス産業都市に選ばれている。

多気町バイオマス産業都市構想は、間伐材や

国内の森林に係る一般木材、果樹剪定枝を燃料

に木質バイオマス発電を行い、その排熱、CO2

及び灰を活用した農畜水産物生産等の事業を推

進するとしている。また、食品廃棄物等をバイ

オガス化し、液肥を活用するなど、バイオマス

利用の取組により資源循環型社会を構築し、新

たな地域産業の形成と雇用の場の創出を実現し、

「多気町のバイオマス産業都市構想の取り組み」について 31



町の活性化を目指している。

また、将来像として、①図太い木質バイオマ

ス発電バリューチェーンの構築、②地域循環型

バイオマス農業・食の構築、③強みを徹底的に

伸ばす産業創生戦略を掲げている。さらに、今

持つ強みを徹底的に伸ばす産業創生戦略を実行

するため、「バイオマス関連産業誘致」「雇用創

出」「付加価値の高い農畜水産物を創出しブラ

ンド化」「竹林整備など、里山整備の活性化」

「林業活性化」「災害時、発電所構内にて携帯

電話や車などのバッテリーへの充電用電源の確

保・提供」「状況に応じ、フォークリフトなど

重機類の提供」といった取り組みを行っていく

としている。

三重県の林業

三重県の森林は、戦後造成した人工林資源が

充実し、本格的な利用期を迎えている。しかし、

1960 年に木材の輸入が全面自由化となって以

降、木材価格の低迷による採算性の悪化や、林

業の担い手の高齢化などから、森林経営者の経

営意欲が低下し、その多くが伐採されず、活用

されていない状況が続いている。

一方、全国で木質バイオマス発電所が次々に

建設された事によって、木材チップの需要が高

まってきている。三重県には、伐り捨て間伐材

や主伐・間伐木の造材時の元ハネ、梢端部など

県内の未利用間伐材は、搬出できない奥地林も

含めると年間約 20 万ｔ以上発生していると推

定されている。そのため、「路網の整備」や

「高性能林業機械の導入」等の森林施業の低コ

スト化や、木材流通の効率化と供給体制の強化

を行う等、林業の活性化が求められている。

三重県の木質バイオマス発電所

化石燃料への依存を減少させるため、再生可

能エネルギーを導入する動きが拡大している。

このような中、三重県では太陽光や風力のよう

に天候に左右されることがなく、安定してエネ

ルギーの供給が行える木質バイオマス発電所が

次々に建設された。

木質バイオマス発電所は、大きく分けて、海

外から大型のタンカーで木材チップや＊ PKS 等

を大量に輸入している発電所と、国内の未利用

木材を主な燃料としている発電所がある。燃料

を輸入している所は、港に近接した大規模な発

電所が多く、三重県では、四日市バイオマス発

電所やグリーンエナジー津バイオマス発電所が

挙げられる。また、主に国内の未利用木材を利

用している所では、今回視察した多気バイオパ

ワーや松阪木質バイオマス発電所等がある。

木質バイオマス発電所は、規模が大きいほど

発電効率が良く、多くの利益を出すためには、

何十万 KW クラスの大きな発電所を作る必要が

ある。その場合、何十万トンもの燃料となる木

材チップを確保する必要があり、国内だけで燃

料を集めるのは非常に困難となるため、海外か

らの輸入が前提となる。

国内の資源だけで、木質バイオマス発電所を

長期間安定して稼働させるには、大きくても数

千 KW といった規模となり、採算性は劣る。し

かし、エネルギーは生活の基盤である。そのた

め、国内の木質資源を使用することにより、為

替や海外の政治情勢による影響を最小限に抑え

ることができるというメリットがある。

＊ PKS：パーム油を生産する過程で発生する農

作物残差。水分含有量が少なく、発熱量が高い

ことから、バイオマス燃料として注目されてい

る。

多気バイオパワーの概要

多気バイオパワーは、中部電力グループの株
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式会社中部プラントサービスが手掛けた木質バ

イオマス発電所である。中部プラントサービス

は、1961 年の設立以来半世紀以上にわたり火

力・原子力発電所の設備をはじめ各種プラント

の設計、据付および メンテナンスをおこなっ

ている会社である。

多気バイオパワーの企業理念の一つに社会貢

献があり、ＣＯ 2削減等環境負荷の低減や放置

間伐材削減による流木被害防止等、防災対策や

林業活性化等、地域の発展に寄与する事を目標

に掲げている。

視察時には、多気バイオパワーは点検中とい

うことで運転を停止していたため、発電所内部

の見学が出来なかったのはとても残念である。

そのため、多気町庁舎内の会議室で多気バイオ

パワーの所長と意見交換を行った。所長から多

気バイオパワーの概要等の説明があり、現在は

＊ウッドショックと呼ばれる木材の供給不足に

よる木材価格の高騰により、燃料である木材チ

ップの調達に大変苦心しているということであ

った。

「多気町役場会議室」での意見交換の様子

＊ウッドショック：コロナ禍で労働者が減った

ため、木材の製材工場の稼働率が下がったこと

や、ネットショッピングの利用増加による、コ

ンテナ不足をきっかけに、世界的な木材不足に

よる、木材の価格高騰。

林業の課題とバイオマス発電所の課題

山林の経営を木材販売のみで成立させるため

には、木材価格の問題もあるが、伐採した木材

のうち、主に製材用に使われる A材や合板等に

使われる B 材といった部分だけでなく、C 材や

D 材と呼ばれる、主に木材チップに加工し、製

紙用や燃料として使われる部分についても、安

定して買い取る仕組みが必要となってくる。木

質バイオマス発電所は、この C材や D材を、燃

料として大量に必要とするため、林業とバイオ

マス発電所が連携することにより、双方の課題

解決に大きく寄与することが出来る。

多気バイオパワー発電設備概要

営業運転開始 2016年6月27日

敷地面積 ８，８００㎡

発電規模 ６，７５０ｋＷ

ボイラー型式 流動層型

ボイラー最大連続蒸発量 ２８ｔ／ｈ

主蒸気圧力 ６．０ＭＰａ

主蒸気温度 ４７５℃

発電方法 バイオマス直接燃焼方式　蒸気タービン駆動

使用燃料 木質チップ（一般材・未利用材）

年間燃料使用量 約７５，０００ｔ

多気第二バイオパワー発電設備概要

営業運転開始 2022年10月15日

敷地面積 ５，７０９㎡

発電規模 １，９９０ｋＷ

ボイラー型式 流動層型

ボイラー最大連続蒸発量 １０．５ｔ／ｈ

主蒸気圧力 ６．１ＭＰａ

主蒸気温度 ４７８℃

発電方法 バイオマス直接燃焼方式　蒸気タービン駆動

使用燃料 木質チップ（一般材・未利用材）

年間燃料使用量 約３０，０００ｔ
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多気町木質バイオマス

地域集材制度について

「多気町木質バイオマス地域集材制度」は、

2015 年 4 月に創設された制度で、地域住民が

町内の竹林や山林の間伐を行い、森林の再生や

バイオマス発電の燃料を生産し、地域経済を活

性化していくことを目的としている。

これまでは、間伐しても木材の有効な活用方

法が無く、山林に残置している森林所有者もい

たが、この制度が創設されたことにより、未利

用木材にバイオマス発電所の燃料としての価値

が生まれる事になった。この制度が創設された

事により、森林が適切に管理され、再生可能エ

ネルギーの循環に寄与することが期待されてい

る。

この制度に登録した団体・個人は、町内で伐

採した竹や木を指定の集積場まで運び込み、発

電所の買取価格に多気町が補助金を上乗せして

支払うことで、間伐の取組を促進しており、20

18 年 12 月末現在で、団体、個人合わせて 519

人が登録している。

また、高齢等の理由で、山林の間伐、整備を

したくても、手を付けられない山林保有者に対

し、作業代行する団体・個人を紹介する「間伐

等アシスト制度」も創設されている。

多気町は森林資源が豊富な場所であるが、木

材チップなどの燃料となる木質資源を安定して

入手するには、林業関係者は勿論、自治体や地

域と綿密に連携する必要がある。そのため、

「多気町木質バイオマス地域集材制度」が重要

な役割を担っている。

しかし、多気バイオパワーでは、年間 75,00

0 ｔの燃料が必要であるが、2017 年度の多気町

木質バイオマス地域集材制度により集められた

木質資源は、約 500t となっており、多気バイ

オパワーで必要とする燃料全体の１％以下であ

った。

今後は、多気バイオパワーと多気町木質バイ

オマス地域集材制度のさらなる連携強化を期待

したい。さらに、売電で得た利益の一部を山主

（森林所有者）にも還元することが出来れば、

森林資源の循環利用に結び付く事は勿論、生産

者である山主と需要者であるバイオマス発電所

が繋がり、これまで以上に強固なサプライチェ

ーンが完成することになる。

「多気町ﾊﾞｲｵパワー」集積場

木質バイオマス発電の課題

再生可能エネルギーで発電した電気を、電力

会社が一定価格で一定期間買い取ることを国が

約束する FIT（再生可能エネルギーの固定価格

買取制度）の施行により、全国に未利用間伐材

を活用した木質バイオマス発電所の建設が進ん

でいる。このような中、さまざまな課題が明ら

かとなってきた。

その中の一つが、燃料の調達である。燃料と

なる木材チップが計画どおり調達できず、連続

運転に支障をきたしている事例が全国でみられ

る。木材チップの供給は、国内だけでなく海外

の事情にも影響される。そのため、支出のうち

原材料費の割合が高い木質バイオマス発電は、

原料となる木材チップ等の買い取り価格の固定
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化など、木質エネルギー原料の公正な市場を確

立し、安定的に燃料を供給できる体制を構築し

ていくことが重要となってくる。そのため、林

業関係者や木材チップの製造者から「他に良い

買い手が見つかったので、もう売ることは出来

ない」と言われないよう、金銭的な利害関係の

みでなく、地域の発展や環境への配慮など、社

会貢献といった価値観でつながる事のできる、

サプライヤーの確保が重要である。

現在は、ウッドショックの影響もあり、木材

チップの入手が困難な状況が続いているが、こ

の先、供給が安定してきた場合、目先のコスト

削減を追いかけて、一円でも安く木材チップを

仕入れるため、林業関係者などに、過度な価格

競争をしいる手法については、長期間、安定し

て稼働する事が重要な木質バイオマス発電所の

運営にとっては、悪手の一つになる。

木質バイオマス発電所の建設には、大きな利

益を求めるため、「リスクテイク思考」といっ

たリスクを恐れずリターンを取りに行く、現在

のビジネスのトレンドとは違う考え方が必要で

ある。

脱炭素社会の実現に向けて

EU 諸国をはじめ世界で「カーボンプライシ

ング」が広がりつつある。「カーボンプライシ

ング」とは、企業などが排出する CO2（カーボ

ン・炭素）に価格をつける政策手法で、代表的

な取り組みとして「排出量取引制度（ETS)」や

「炭素税」が有名である。

排出量取引制度は、市場を通じて CO2 の削減

をめざす事を目的に、企業ごとに設定した排出

枠を、有償または無償で事業者に取引する制度

で、EU をはじめ、中国や韓国なども導入して

いる。

炭素税とは、石炭・石油・天然ガスなどの化

石燃料に含まれる、炭素の含有量に応じて課税

が行われ、化石燃料やそれを利用した製品の製

造・使用の価格を引き上げることで需要を抑制

し、結果として CO2 排出量を抑えるという経済

的な政策手段である。フィンランドやスウェー

デン、フランス、英国、ドイツなどを中心に導

入が進んでいる。

また、国の政策だけでなく、企業の取り組み

として、Google が 2030 年までに、世界中のデ

ータセンターとオフィスを 24 時間 365 日カ

ーボンフリー エネルギー（CFE）のみで運用す

ることを目指すとしており、Apple も同じく 20

30 年までに、グローバルサプライチェーンに

対して脱炭素化することを要請するなど、脱炭

素の取り組みが進められている。

こういった取り組みは、今後、地方自治体に

おいても必要となってくるはずである。＊グリ

ーンファンドなども視野に入れながら、官民、

地域が一体となって、脱炭素社会の実現に向け

た取り組みが求められる。

＊グリーンファンド：脱炭素社会の創出と地域

活性化に資するプロジェクトの実現を目的に、

出資等で事業を支援する基金。
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